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　３　発意調査
　　  　平成24年度は、熊本市オンブズマン条例第７条第２項に基づく発意調査は行っ
ていません。

　４　勧告又は意見表明
　　 　平成24年度は、熊本市オンブズマン条例第21条に基づく勧告又は意見表明に
至った事例はありませんでした。

　５　巡回オンブズマン
　　 　平成24年度８月から新たに、中央区を除く各区の区役所に出向き、市民の皆さ
んとの面談を通じ苦情申立てを受け付ける巡回オンブズマンを開始し、８回実施
しました。

　６　現地調査
　　 　苦情の内容によっては、状況を把握するため、オンブズマンが直接現地に赴き
調査を行いますが、平成24年度は９案件17回実施しました。

　７　フォローアップ調査（調査結果を受けた市の改善等の状況の追跡調査）
　　 　平成24年度にオンブズマンが調査結果を通知したもののうち、苦情申立ての趣
旨に沿ったものの中で改善に至ってないもの23件、市の業務に不備がなかったも
のの中でオンブズマンが何らかの要望を出したもの９件の計32件について改善等
の状況の追跡調査を行いました。加えて、平成23年度に改善等の状況の追跡調査
を行ったものの改善に至っていないもの５件についても再度追跡調査を行いまし
た。

　　 　その結果、市から改善済や改善に向けて検討中である旨等の回答を得ました。

開催日 開催場所
第１回 ８月20日㈪ 東 区 役 所
第２回 ９月24日㈪ 西 区 役 所
第３回 10月23日㈫ 南 区 役 所
第４回 11月19日㈪ 北 区 役 所
第５回 12月17日㈪ 東 区 役 所
第６回 １月21日㈪ 西 区 役 所
第７回 ２月20日㈬ 南 区 役 所
第８回 ３月18日㈪ 北 区 役 所
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　８　その他の活動

　　⑴　第14回全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会
　　　 　平成24年11月に東京で開催された全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡

会に、吉田勇オンブズマンが参加し、国や他自治体の行政苦情救済機関との意
見・情報交換を行いました。

　　⑵　広　　報
　　　①　市政だよりでの広報
　　　　 　平成24年度７月号、２月号に制度案

内記事を、平成24年度８月号から３月
号まで巡回オンブズマン開催記事をそ
れぞれ掲載しました。特に７月号は、
紙面１ページを活用した特集記事とし
ました。

　　　②　ラジオでの広報
　　　　 　市政広報番組等で制度についての広

報を行いました。

　　　 　熊本市オンブズマン平成23
年度報告書（A4冊子版）が完成
しました。オンブズマン事務
局、市政情報プラザ、区役所、総
合出張所、出張所に備えている
ほか、市ホームページからもダ
ウンロードできます。

　オンブズマン制度は、市民からの市政に関する苦情
の申立てを中立的かつ公正な立場で簡易迅速に処置
することで申立人の権利を早期に回復することを目
指しております。この制度の中で、オンブズマンは、市
民の立場に立って透明性の高い市政の運営を市に求
めることで市政が市民に見えるようにし、そのことに
よって市民自らが問題を整理して理解しやすくなる
ようにしております。そして、市民と市職員の相互理
解を深めることで、市民と市政の信頼関係を構築する
ように努めていきたいと思っております。

代表オンブズマン 原田　卓

　熊本市オンブズマン制度は、オンブズマンが
市政に関する苦情を公平かつ中立的な立場で、
簡易迅速に処理することにより、市民の皆さん
の権利と利益の保護を図り、市政に対する理解
と信頼を高めることを目的としたものです。
　昨年11月から制度の運用を開始し、初年度
の苦情申立て受付件数は72件で、平成23年度
内に61件の処理が終了しました。また、熊本市
オンブズマン条例第7条に基づく発意調査や、
第21条に基づく勧告または意見表明は行いま
せんでした。

報告書が完成！

　書面（苦情申立書）をオンブズマン事務局へ提出してくださ
い。持参のほか、郵送、FAX、ホームページのフォームメールでも
受け付けています。また、希望があれば、オンブズマンと直接面
談ができます。事務局へ電話で予約してください。

苦情申立ての
方法は？

　調査の対象となる苦情の範囲は、熊本市の仕事と、その仕事に
関わる職員の行為で、自らの利害に関わり、その事実のあった日
から原則として1年以内の苦情が対象となります。ただし、行政不
服申立てなどほかの制度を利用した場合など、取り扱わないこと
もあります。詳しくは、事務局へお問い合わせください。

どんな苦情が
対象と
なりますか？

オンブズマン制度って何？

～ 5か月で61件の苦情を処理　苦情申立てから市政を改善 ～

　基準が不明確だと行政の裁量に委ねら
れ、行政の透明性・公開性が図れません。「目
安」を設けて具体的な基準を明らかにする
必要があります。

改善
事例 1case

オンブズマンの判断

　専門家の意見も参考にしながら「目安」を
設けるとともに、ホームページやチラシな
どで市民への周知が行われています。

改善状況

行政組織別受付状況 苦情処理の状況

総　務　局

企画財政局

市民生活局

健康福祉局

子ども未来局

環境保全局

農水商工局

観光文化交流局

7

13

6

15

4

2

1

0

組　織　名 件　数

都市建設局

消　防　局

交　通　局

上下水道局

病　院　局

教育委員会

その他の機関

　　合　　計

16

0

0

5

1

2

0

72

組　織　名 件　数

苦情申立ての
趣旨に沿ったもの

23.6％　17件継続調査中のもの

15.2％　11件

市の業務に不備が
なかったもの

調査対象とならなかったもの
（管轄外のもの）

29.2％　21件

4.2％　3件

調査対象とならなかったもの
（利害なし・1年以上経過など）

23.6％　17件

調査を中止したもの
（取下げなどによる）

4.2％　3件

平成23年度運営状況の報告

　オンブズマン制度が発足して5か月が過ぎま
した。申立人の声にきちんと耳を傾け、市職員
の対応の理由を正確に理解したうえで、申し立
てられた事案に適合した公正な判断を示すこ
とに心がけてきたつもりですが、どこまでそれ
が達成できているかは、報告書に対する市民の
方々の評価によって決まるものと思います。申
立てにも市の対応にも相応の理由がある場合
には、オンブズマン自身の実践的知恵が試され
ていると感じています。

オンブズマン 吉田　勇

詳しくは、オンブズマン事務局（☎096-328-2916）へ。
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平成23年度運営状況の報告報

熊本市オンブズマン制度

●申請書の個人情報の取り扱いに関して、①「本申請以外の用途には使用しません。」との文言を明記するとと
もに、②個人情報の取り扱いについての研修を実施することとなった事例

●飲食店における「許可事項証」や「食品衛生責任者のプレート」の掲示に関して、許可証交付時のチラシや食中
毒予防の通知で啓発するとともに、立ち入り調査の際にも必ず確認を行うこととなった事例　など

　
年
し
局
合
ほ
ウ

　マンション管理士の派遣を申請
しようとしたが、申請が認められる
ための「要綱」の具体的な基準が不
明確なので、申請できずに困った。

の個人情報の取り扱いに関して ①「本申請以外の用途

　写真の変更を希望する者には、申し出れ
ば変更が可能であることを周知し、窓口で
のご案内も徹底することを望みます。

改善
事例 2case

オンブズマンの判断

　市ホームページ、窓口、「身体障がい者の
ための福祉のしおり」で、写真の変更ができ
る旨を案内することになりました。

改善状況

　障害者手帳の写真が昔のままな
ので、別人の手帳を不正使用してい
ると疑われて何度も不快な思いを
した。写真の変更ができることを教
えて欲しかった。

苦情申立て

苦情申立て

　市によると、本件では私有地部分の所有
権を市側に移す手続きが完了するのを待つ
必要があるとのことですが、必ずしもその
ような手続きを待つ必要はなく、土地所有
者の承諾を得ることによって、早期に危険
が除去されることを望みます。

改善
事例 3case

オンブズマンの判断

　土地所有者に対して説明などを行ったと
ころ、ブロックの撤去を了承されたので、撤
去ならびに簡易舗装を行い、早期解決が図
られました。

改善状況

　市道と私有地の境界にあるブロッ
クが危険なのに、市は早急な撤去を
してくれない。

苦情申立て

ほかにも、以下のような
改善事例がありました。

オンブズマン制度 ◎ 月号

【市政だより７月号】
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　　　③　ポスター、パンフレットの設置
　　　　 　オンブズマン事務局をはじめ、各区役所（各総合出張所、各出張所含む。）
　　　　 等の市の施設に制度利用案内のポスターを掲示し、苦情申立書を挟み込んだ

パンフレットを置いています。

　　    ④　バス・電車の車内広告
　　　 　平成24年11月に、熊本市域の路線を中心にバスや路面電車の車内に制度を紹

介するポスターを掲示しました。

【制度案内パンフレット】

【苦情申立書】

【掲示用ポスター】
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　　    ⑤　各戸配布形式紙媒体（フリーペーパー）を用いた広報
　　　 　平成24年10月から平成25年３月にかけて、「すぱいす」の紙面上で制度の紹

介を行いました。特に11月は２週にわたり紙面２ページを活用した特集記事と
しました。

　⑶　オンブズマン制度のホームページ運用
　　 　熊本市ホームページ上にオンブズマン制度のホームページを開設し、制度につ
いての情報発信や、インターネットを利用した苦情申立てができるようにしてい
ます。


